
船舶事故等調査報告書 

平成２７年９月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４横第１５１号 

事故等種類 火災 

発生日時 平成２６年１０月２３日 １８時５０分ごろ 

発生場所 千葉県木更津市海ほたる（木更津人工島）北方沖 

東京湾アクアライン海ほたる灯から真方位３６０°３.１km付近 

（概位 北緯３５°２９.５０′ 東経１３９°５２.５０′） 

事故等調査の経過 平成２６年１０月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

練習艦 せとゆき、３,０５０トン 

 なし、防衛省 

 乗組員等に関する情報 機関長、機関一級（防衛省基準） 

 死傷者等 なし 

 損傷 １号巡航タービンが焼損 

 事故等の経過  本船は、艦長及び機関長ほか１７１人が乗り組み、神奈川県横須賀

市横須賀港から千葉県浦安市舞浜沖に向けて海ほたる北方沖を対地速

力約１９ノット（kn）で北進中、平成２６年１０月２３日１８時５０

分ごろ、機関操縦室で当直に当たっていた機関長が、監視盤を見て第

３機関室に設置された１号巡航タービンの振動計が振り切れ、金属が

擦れ合うような異音を発したことに気付き、直ちに１号巡航タービン

を停止し、第３機関室の当直者に１号巡航タービンの点検を指示し

た。 

当直者は、約１分後、１号巡航タービンの減速機側最端部のケーシ

ングの隙間から煙と火炎が噴き上がるのを認め、粉末消火器による消

火作業を実施したが、火炎は収まらず、高さ約１.５ｍにまで達した

ので、海水ポンプを運転して、タービンケーシングを海水で冷却しな

がら消火活動を行ったところ、約１０分後に鎮火を確認した。 

本船は、２４日０９時ごろ京浜港東京区晴海ふ頭に着岸し、損傷状

況及び火災発生状況等の調査を行ったが、１号巡航タービン以外に損

傷はなかった。 

１号巡航タービンは、その後、造船所へ入渠
きょ

した際に陸揚げされ、

機関製造業者による開放修理が行われた結果、出力タービンの玉軸受

の損傷が確認された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：波向 北、波高 約１.０ｍ 

 その他の事項 本船は、主機として、主ガスタービン２基と巡航ガスタービン２基



を装備した２軸船で、それぞれ右舷機を１号機、左舷機を２号機とし

て出力軸が、第２機関室の右舷側及び左舷側に設置された減速機に連

結されていた。 

巡航タービンは、ガスジェネレータと出力タービンから構成されて

おり、ガスジェネレータは、軸流圧縮機、燃焼器及びガスタービンか

らなり、軸流圧縮機で必要な圧力まで圧縮した空気を燃焼器に送り、

燃料油と混合して燃焼させ、発生した高温高圧の燃焼ガスでガスター

ビンと出力タービンを駆動する仕組みになっていた。 

出力タービンは、ガスジェネレータから供給された高温高圧の燃焼

ガスで駆動される軸流タービンであり、減速機を介してプロペラ軸を

駆動するようになっていた。 

巡航タービンは、６,０００運転時間ごとに陸揚げされて機関製造

業者による開放整備が行われており、火災発生時の１号巡航タービン

の運転時間は約５,０００時間であった。 

本船は、巡航速力（１９kn 以下）で航行する場合は巡航タービンが

使用されていた。 

機関長は、平成２２年に、本事故時と同じように巡航タービンの振

動計が振り切れ、潤滑油が燃えて煙が発生した事故を経験しており、

その原因が出力タービンの玉軸受損傷によるものであったと記憶して

いた。 

１号巡航タービンは、本事故後に行った磁石による機関内部の残留

物検査で鉄粉が検出されていた。 

出力タービンは、運転中、常に前部及び後部軸受部の玉軸受に潤滑

油が供給されており、圧縮空気封入等により潤滑油が直接燃焼ガスに

接触しない仕組みになっていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

本船は、海ほたる北方沖を北進中、１号巡航タービンの出力タービ

ンの玉軸受が損傷したことから、漏れた潤滑油が燃焼ガスに接触して

発火し、減速機側最端部のケーシングの隙間から煙と火炎が噴き上が

って火災が発生したものと考えられる。 

１号巡航タービンは、玉軸受が損傷した際に異常な振動が発生した

可能性があると考えられるが、詳細な情報が得られず、玉軸受が損傷

した状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、本船が、海ほたる北方沖を北進中、１号巡航タービンの

出力タービンの玉軸受が損傷したため、漏れた潤滑油が燃焼ガスに接

触して発火し、減速機側最端部のケーシングの隙間から煙と火炎が噴

き上がったことにより発生したものと考えられる。 



参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・開放整備までの運転時間を短縮するなど、玉軸受の損傷を防止す

る措置を講じること。 

 


